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令和５年度事業計画 

 

自 令和５年４月 １日 

至 令和６年３月３１日 

 

日本経済は、コロナ禍の影響に加え、物価上昇の圧力が高まり、ロシアのウクライナ侵攻も

出口がなお見えないため、歴史的な高インフレが発生している。 

令和５年度は、サービス消費、インバウンド、自動車産業を中心に回復の余地が大きいこと

などから、実質 GDP成長率の上昇が見込まれるが、長期金利の上昇や経済の正常化の遅れ、半

導体不足の長期化など先行き不透明な部分も多く、経済環境への柔軟な政策対応が求められて

いる。 

また、昨年４月より、成年年齢が引き下げられ、18 歳・19 歳の国民生活センターへの相談

件数が増加傾向にあることからも、宅地建物取引のトラブルを解決する本会の役割が一層期待

されている。 

このような状況の中、本会は、公益法人として、宅地建物取引業法に基づく業務を適正かつ

確実に実施するとともに、安心・安全な取引を推進し消費者保護を図ることを目的として事業

計画を策定する。 

公益目的事業となる苦情相談・解決事業においては、不動産無料相談所における相談体制の

整備拡充による紛争の未然防止に努める。消費者等からの苦情解決申出については、適正かつ

迅速に処理し、消費者保護を図る。 

研修・情報提供事業については、宅地建物取引業法第 64 条の６に基づく研修を適正かつ確

実に実施し、また宅地建物取引士や宅地建物取引の従業者等に対する Webを活用した研修シス

テムの拡充と有用な研修プログラムの提供に努める。消費者に対しては、セミナー及び不動産

総合情報誌等を通じて、宅地建物取引に関する知識の啓発・普及を図る。 

保証事業では、宅地建物取引により損害を被った消費者からの申出に対し、迅速かつ的確な

処理に努める。弁済枠については 3.5億円と見込む。また、多様化・複雑化する弁済案件に的

確に対応するため、業務担当者への研修を実施し専門的知識の習得や実務対応の能力向上に努

める。 

宅地建物取引健全育成事業としては、宅地建物取引に関する調査研究事業・知識の啓発事業・

人材育成事業を、宅地建物取引業法第 64 条の３第３項及び第４項に基づき、公益社団法人全

国宅地建物取引業協会連合会（以下「全宅連」）に委託して実施する。 

法人管理については、入退会等に係る事務を適正かつ確実に行う。また、全宅連並びに４７

都道府県宅地建物取引業協会（以下「都道府県協会」）と連携して、総合的な新規免許取得者等

の入会促進に係る具体的施策の検討を行い、組織の維持・拡充を図る。財務については、効率

的な国債運用に努め、中央・地方本部では適正かつ明瞭な会計処理を行う。 

以下、令和５年度の計画事業を、事業区分別に記載する。 
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Ⅰ 公益目的事業の実施 

 

苦情相談・解決事業［公益目的事業１］ 

 

（１）不動産無料相談所における相談体制の整備拡充を図り、紛争の未然防止に努めるとと

もに消費者等に必要な助言を行う。 

 

（２）宅地建物取引業法第64条の５に基づく宅地建物取引に関する苦情解決の申出を適正か

つ迅速に処理し、安心・安全な宅地建物取引を推進する。 

 

（３）宅地建物取引に関する苦情や紛争を適切に処理するため、地方本部や不動産無料相談

所における業務担当者への研修を実施し、専門的知識の習得や実務対応の能力向上に努

める。 

 

研修・情報提供事業［公益目的事業２］ 

 

（１）宅地建物取引業法第64条の６に基づく研修業務を適正かつ確実に実施し、宅地建物取

引に従事する者等の資質の向上を図り、苦情や紛争の未然防止に努める。 

 

（２）宅地建物取引業の従事者等へ、基礎的・専門的知識の研修や法令改正等の情報提供を

行うため、Webを活用した研修システムの拡充と有用な研修プログラムの提供に努める。 

 

（３）セミナーや不動産総合情報誌等を通じて、消費者等に対し宅地建物取引に関する知識

の啓発・普及に努める。 

 

保証事業［公益目的事業３］  

 

（１）宅地建物取引業法第64条の８に基づく弁済業務を適正に実施し、本会会員と宅地建物

取引業に関し取引をした消費者等からの認証申出に対し、迅速かつ的確な処理に努める。 

 

（２）宅地建物取引業法第64条の16第１項に規定する弁済業務保証金の還付計画（認証金額）

を3.5億円と見込む。 

 

（３）多様化・複雑化する弁済案件に的確に対応するため、業務担当者への研修を実施し専

門的知識の習得や実務対応の能力向上に努める。 

 

（４）弁済業務保証金制度の安定的運営を図るため、求償債権（還付充当金）の回収に努め

る。 
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（５）弁済業務保証金分担金の供託・取戻・還付等の手続きを適正かつ確実に実施する。 

 

（６）宅地建物取引業法第64条の17の２に基づく手付金等保管事業を適正に実施し購入者の

安全な取引を確保する。 

 

（７）消費者に対して安心・安全な宅地建物取引を推進するため、手付金保証事業を適正に

実施する。 

 

宅地建物取引健全育成事業［公益目的事業４］  

 

宅地建物取引業法第64条の３第３項及び第４項に基づき、次の公益目的事業を全宅連へ委託

して、取引の安全並びに宅地建物取引に係る者の資質向上と消費者保護に努める。 

      

１．宅地建物取引に関する調査研究事業 

（１）住宅確保要配慮者の居住支援に関する調査研究 

（２）時代の変化に合わせた中小宅建業者の経営基盤や役割等に関する調査研究及び情報

発信 

 

２．宅地建物取引に関する知識の啓発事業 

（１）不動産取引に関する啓発活動の実施 

（２）住生活教育、キャリア教育の推進 

（３）不動産賃貸借取引に関する啓発活動の実施 

（４）不動産取引等に関する意識調査の実施 

（５）不動産総合情報誌「リアルパートナー」の発行 

 

３．宅地建物取引に関する人材育成事業 

（１）消費者向けセミナーの実施 

（２）不動産実務セミナーの実施 
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Ⅱ．法人管理  

 

１．総  務  

（１）会員の入退会計画 

  宅地建物取引業法第64条の16第１項に規定されている「社員の加入計画」について、 

 前年度の実績と宅地建物取引業の状況等を踏まえ次のとおり計画する。 

 

 主たる事務所① 従たる事務所② 参考(①＋②) 

年間入会者見込 3,242  584  3,826  

年間退会者見込 3,224  430  3,654  

年度末会員見込 91,178  10,501  101,679  

 

（２）的確な業務処理の推進 

① 全宅連及び都道府県協会と連携して、総合的な新規免許取得者の入会促進策を検討

し、組織の維持・拡大を図る。 

② 会員の入退会・会員名簿の変更・会費徴収等に関わる業務処理を諸規程に基づき迅

速かつ適正に行う。 

③ 会費・分納入会金を納付期限から１年以上納付しなかった会員について、会員資格

喪失手続を的確に実施する。 

④ 中央・地方本部間の各種業務・事務手続処理を適切に行うため、会員管理システム

を整備、活用して効率的な業務運営を推進する。 

⑤ 適正かつ明確な会務運営及び業務処理に対応するため、必要に応じて諸規程の見直

し・整備を行う。 

⑥ 諸会議の合理的な開催を図るため、Webを活用した会議を推進する。 

⑦ 全宅連会館の適切な維持保全及び運営管理に努めるとともに、長期修繕計画に基づ

き修繕・改修を確実に実施する。 

 

２．財  務  

 

（１）適正な財務運営の推進 

① 予測困難な社会経済・金融情勢の中で公益目的事業の適切な運営を確実に実施でき

るよう財務基盤の健全性を維持する。 

② 弁済業務保証金を安全かつ確実に管理・運用し、公益目的事業の運営に資する財源

を確保する。 

③ 中央・地方本部において適正な会計処理を実施するとともに、事業年度末に中央・

地方本部合併財務諸表を作成し、包括的な会計情報を提供する。 

④ 監事及び会計監査人による監査を定期的に実施し、適正な財務運営を確保する。 
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３．組織整備・入会促進 

 

（１）入会促進策の実施 

組織基盤の維持、拡充の観点から会員数の増強を図るため、全宅連・都道府県協会と連

携して、横断的かつ効果的な入会促進策を立案し実行する。 

シンボルマークである「ハトマーク」については、引き続きブランディング動画やテレ

ビCM素材の提供を通じて、更なるPRや浸透を図り、認知度の向上に努める。 

また、新たなハトマークブランディング施策として、広報啓発委員会と連携し、「ハトマ

ーク」のリブランディングについての検討を行い、検討結果を踏まえPR施策を行っていく。 

さらに、Webを活用した入会申込みのシステムを構築し、入会申込者の利便性向上を図

ることで入会を促進していく。 

 

（２）公益法人運営体制の整備等 

公益法人として円滑な事業執行を実施するため、情報収集や検討を行い、組織・運営体

制についての整備を行うとともに、適正な業務処理および各種課題への対応を行う。 

 

 

Ⅲ.収益事業 

 

１．全宅連会館を一部賃貸する。 

以 上 

 


